
埼玉版ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム 

水辺空間の持続可能な利活用及び環境課題解決に向けた部会業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

  埼玉版ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム 

  水辺空間の持続可能な利活用及び環境課題解決に向けた部会業務委託 

２ 業務目的 

埼玉版ＳＤＧｓ官民連携プラットフォームは「持続可能な開発目標（SDGs）の達成

に向け、多様なステークホルダーの積極的な参画及び連携を推進することにより、

あらゆる人に居場所があり、活躍でき、安心して暮らせる「日本一暮らしやすい埼

玉県」を実現することを目的に設置されたものである。本業務は、このプラットフォー

ムを活用し、埼玉版ＳＤＧｓの重点テーマである「埼玉の水とみどりを守り育む」取組

を推進するために設置した部会の運営支援を行うものである。 

 

 ○埼玉版ＳＤＧｓの概要  

  https://www.pref.saitama.lg.jp/a0102/sdgs/saitama-sdgs.html 

 ○水辺空間の持続可能な利活用及び環境課題解決に向けた部会における 

  令和４年度のまとめ 

   https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/230317/1_mizubekuukan.pdf 

 

令和５年度の「水辺空間の持続可能な利活用及び環境課題解決に向けた部会」

は、自然共生サイトプロジェクトチーム、横瀬エリアプロジェクトチーム、大相模調節

池プロジェクトチームの３つのプロジェクトチーム（以下「PT」という。）を設置し、埼

玉版 SDGsの目標達成に向けた取組を推進することを目的とする。 

 

３ 本業務の履行期間 

契約締結日から令和６年３月２９日(金)までとする。 

 

４ 業務内容 

本業務は、部会全体の企画・運営及び取りまとめ、大相模調節池 PT の企画・運

営、ワークショップの開催、企業マッチングなどを行う。（自然共生サイト PT 及び横

瀬エリア PT においては各 PT リーダー企業と協力し、部会全体の取りまとめが進

むように進捗管理を行う。） 

 

 （１）部会運営に係る業務 

   ・部会全体の年間運営計画を策定する。 

   ・部会企画の立案・発注者との摺合せ、資料の作成・連絡調整を行う。 

   ・部会を年 4回開催し、議事録を作成する。(６・９・１１・３月計４回) 

   ・各 PT企画調整リーダー（企業）との打ち合わせや進捗管理を行う。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0102/sdgs/saitama-sdgs.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/230317/1_mizubekuukan.pdf


   ・各 PT(大相模調節池 PTは除く)のワークショップ（WS)への参加、、結果取りまと

めを行う。 

   ・シンポジウム発表資料作成、シンポジウムへの参加・発表対応を行う。 

   ・来年度取組に関する企画提案・計画策定を行う。 

 

 （２）大相模調節池 PT の運営 

   ・本 PTの年間運営計画を策定する。 

   ・ディスカッションテーマの策定と資料作成、ディスカッション結果を踏まえた WS

企画の立案を行う。 

   ・WS 開催に係る事前調整等の準備、WS 開催に係る連携企業の探索・マッチン

グ等を行う。 

   ・WSを 4回開催し、開催結果資料取りまとめを行う。 

 

５ 打合せ協議 

業務を円滑にかつ効果的に遂行するため、リモート、面会等により、着手時、月

次（スケジュール、進捗状況の報告等）、最終納品時のほか、必要に応じて協議の

打ち合わせを行う。 

 

６ 業務計画書 

   本業務の作業を円滑に進めるため、受託者は、契約締結後速やかに発注者と十

分な打ち合わせを行い、作業の順序及び方法に関する業務計画書を作成し提出

すること。 

 

７ 成果品 

  本業務の成果品は以下のとおりとする。 

 （１）業務委託報告書（A4縦版、ファイル綴じ）1部 

 （２）上記成果品の電子データ（CD-R等）各１部 

   

８ 再委託 

 （１）受託者は業務の全部又は主たる部分を第三者に再委託し、又は請け負わせて

はならない。 

 （２）受託業務の一部を再委託する場合は書面により発注者の承認を受けること。 

 

9. 本事業の全体スケジュール案 

令和５年４月下旬 プロポーザル公募開始 

令和５年５月下旬 審査結果通知・契約 

令和５年６月上旬 事業開始 

令和６年３月下旬 事業終了 

 



 

10. その他 

（１） 本業務における成果品の所有権、著作権、利用権は発注者に帰属するものと

する。 

（２） 調査・分析等に当たっては、発注者と充分に打合せを行い、双方理解の上で

実施すること。 

（３） この仕様書は作業の大要を示すものであり、本書に示していない事項につい

て、発注者が業務上必要と認めた場合は、発注者、受注者協議の上、合意した

上で実施するものとする。 

（４） 本事業に当たって疑義が生じた場合、発注者と受注者が協議した上で決定す

るものとする。 


